
入札制度改善行動計画に関連する通達等の改正

整理

行 動 計 画 の 項 目 通 達 ・ 要 領 等 の 名 称 番号

Ⅰ 競争性の促進

１ 一般競争入札の拡大

(1) 大規模な工事に対する一般競争入札の拡大 ○制限付一般競争入札実施要領 １

(2) 地域限定型一般競争入札の本格実施 ○地域限定型一般競争入札実施要領 ２

２ 指名競争入札の改善

(1) 「ランダム・カット式」指名競争入札への移行 ○ランダム・カット式指名選考実施要領 ３

(2) 公募型指名競争入札の拡大 ○公募型指名競争入札実施要綱・要領 ４

○簡易公募型指名競争入札実施要綱・要領

（3) 工事希望型指名競争入札の導入 ○工事希望型指名競争入札の試行に関する取扱い ５

(4) 指名競争入札の基準等の見直し ○指名競争入札参加者指名基準及び運用方針 ６

ア 指名基準の具体化及び明確化

イ 新規参入者の指名の促進

ウ 入札参加者の指名数の拡大 ○北海道財務規則の一部を改正する規則（略）

○北海道財務規則の運用方針の一部改正（略）

○建設工事等における入札事務の取扱い ７

エ 指名業者名の公表 ○入札結果等の公表の取扱い ８

○工事及び委託業務に係る入札結果等の公表の取扱い ９

オ 指名選考委員会の運営の充実強化 ○入札参加者指名選考委員会規定（準則）の一部改正 １０

カ 指名選考過程の公表

キ 資格制度の見直し ○競争入札参加資格関係事務取扱要領の改正 １９

３ ＶＥ方式の試行拡大 ○現行制度で対応

４ 実施目標の設定 ○目標の設定

Ⅱ 不当な関与の排除

１ 公正な入札の確保

(1) 公正な入札を妨げる行為の禁止 ○公正な入札を妨げる行為の禁止 １１

(2) 不良不適格業者等の排除

ア 競争入札参加資格の厳格化 ○競争入札参加資格関係事務取扱要領の改正 １９

イ 法令違反等への厳正な対処 ○公共工事の適正な執行 １２

ウ 指名停止措置の強化 ○競争入札参加者指名停止事務処理要領の一部改正 １３

(3) 公正な入札の確保

ア 低入札価格調査制度の活用 ○調査事務等の取扱いを整備（略）

イ 分割発注の適正化 ○分割発注にあたっての留意事項（略）

ウ 明確な入札条件の提示 ○建設工事等における入札事務の取扱いの制定 ７

(4) 予定価格の取扱い

ア 予定価格の秘密性の確保 ○予定価格の取扱い（略）

イ 予定価格の事後公表の充実 ○工事及び委託業務に係る入札結果等の公表の取扱い ９

ウ 予定価格の事前公表の試行 ○予定価格の事前公表の実施 ２０

(5) 随意契約の適切な採用 ○北海道財務規則の運用方針の一部改正（略）

○工事の請負契約に係る随意契約の適正な運用（略）

(6) 談合情報の取扱いの適正化 ○談合情報対応手続の制定 １４

２ 積極的な情報の公開

(1) 入札執行の透明性の確保 ○入札執行の公開に関する取扱い １５

(2) 入札結果、資格審査結果等の公表方法の改善 ○経営事項審査結果の公表情報の取り扱い １６

Ⅲ 実効性の確保

１ 行動計画の推進体制

○外部委員３名、道側５名で構成（委員長：副知事） １７(1) 入札等監理委員会の設置

○総務部に入札指導監察監の設置（略）(2) 推進部門の設置

○支庁会計課に事業管理室の設置（略）２ 支庁における入札関係業務等の執行体制

３ 入札制度改善白書（仮称）の公表 ○平成１３年度実施


